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様式第３号（第７条関係） 

 

 

会　議　録 

 

１　附属機関の会議の名称 

　　　水戸市稲荷第二市民センター運営審議会 

 

２　開催日時 

　　　令和８年２月 12 日（木）　午後３時から４時 10 分まで 

 

３　開催場所 

　　　水戸市稲荷第二市民センター　　学習室 

 

４　出席した者の氏名 

（１）委　員 

海東　健、押野　洋子、大沢　修、吉崎　久美、田山　善堂 

 

（２）執行機関 

須能　剛志、七川　真智子 

 

５　議事及び公開・非公開の別 

　　（１）令和７年度　市民センター事業報告について　　　　　　（公開） 

（２）令和７年度　市民センター施設利用状況について　　　　（公開） 

（３）令和８年度　市民センター事業計画（案）について　　　（公開） 

（４）令和８年度　定期講座開設計画（案）について　　　　　（公開） 

（５）その他 

 

６　非公開の理由 

 

７　傍聴人の数 

　　　なし 

 

８　会議資料の名称 

　　　令和７年度第２回稲荷第二市民センター運営審議会 
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９　発言内容 

執行機関　　ただいまから「令和７年度第２回水戸市稲荷第二市民センター運営審議会」を開催いたし

ます。本日皆様方には、大変御多忙のところ御出席を賜り誠にありがとうございます。 

それでははじめに、会長より御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
　　会長　　（挨拶） 
　 

執行機関　　それでは、これより議事に入りたいと思います。水戸市市民センター条例第 12 条第１項の

規定により、　　会長に議事の進行をお願いいたします。 
　　　　　　　　 

議　　長　　それでは、市民センター条例の規定により、議長を務めさせていただきます。会議をスムー

ズに進めたいと思いますので、委員の皆様の御協力をお願いいたします。 

では、議題に入る前に「本日の出欠状況」について、事務局より報告願います。 
　　　　　　 

執行機関　　本日の出欠状況について御報告いたします。委員数６名のところ、本日の出席者５名、欠席

者１名でございます。よって、出席者は全委員数の２分の１以上に達しており、市民センター

条例第 12条第２項の要件を満たしておりますので、本日の会議が有効に成立していることを

御報告いたします。 
　　　　　　　　 

議　　長　　事務局からの報告のとおり、本日の運営審議会は有効に成立しておりますので、これより

次第に従って進めてまいります。 

なお、本日の議事録署名人は、　　委員と　　委員のお二人にお願いします。 

それでは議事に入ります。まず、「（１）令和７年度市民センター事業報告について」、事務

局から説明をお願いします。 
　　　　　　 
執行機関　　（資料に基づき説明） 
 
議　　長　　ただいま事務局から説明がありましたが、これについて何か質問等はございませんか。 
 
　　委員　　オセロ交流会に参加させていただき、ありがとうございました。第１回と比べて参加人数

もぐっと増えて、水戸市ならではの行事で、私自身もそうでしたが、大人も子どもも、体力も
関係なく、真剣に交流できる良い会だったので、これからもアイデアをいただきながら、続け
ていただけたらと思いました。 

 
　　委員　　いきいきまつりのステージ参加者について、昨年度は小学校からダンス発表の参加者がい

たのですが、今年度は参加者がいませんでした。できれば来年度は、参加できるように話を進
めていきたいと考えています。それからもう１つ、学校と地域が連携して、子どもたちのため
になることを考える学校運営協議会の中で出た話があります。稲荷二小応援団という、地域の
方の中から応援団員を募って、いろいろな活動を行っているのですが、今年度、応援団の方に
協力いただいて、小学校の畑にさつまいもを植えました。収穫したさつまいもは、子どもたち
が各自持ち帰ったり、学級で食べたりしたのですが、地域の方と子どもたちで作ったこのさつ
まいもを、いきいきまつりで振る舞えないかという話です。まつりに参加する子どもたちも増
えるだろうし、学校と地域が連携する姿を見せられる良い機会だと思います。 

 
　　委員　　さつまいもの収穫時期はいつですか。保存方法を考えなくてはいけないですね。 
 
執行機関　　10 月頃になると思います。地域でさつまいもを耕作している方に保存について指導してい

ただけると思います。 
 
　　委員　　学校運営協議会でも、調理は大変なのでそのままでも、という話が出ました。 
 
　　委員　　販売する場合、届け出が必要でしょうか。 
 
執行機関　　農作物の販売は調理して提供する物でなければ届け出は特にありません。販売をしても、
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それが学校後援会やＰＴＡ活動の一環として、それらの会計で対応することで、結果的に子ど
もたちに還元されるのであれば問題ないと思います。 

 
　　委員　　営利目的でなければ大丈夫ということですね。 
 
　　委員　　さつまいもは、どのくらい採れるのですか。 
 
　　委員　　１人５本程度持ち帰りができました。余った物は学校のレクリエーションの一環で使いま

した。 
 
　　委員　　まつりで焼き芋にするとしたら、消防署の許可等は通りますか。 
 
執行機関　　火元に何を使うかによります。屋外で物を燃やしてはいけないのは、ゴミを燃やしてはい

けない、ということなので、消防署に届け出をして、危険がないと認めてもらえれば、大丈夫
です。 

 
　　委員　　いなりフェスという行事があり、自由参加の中で子どもたちが考えて、歌ったりダンスを

したり、バスケをしたり、コントをしたり、いろいろな出し物をしたのですが、それをいきい
きまつりで披露してくれたら良いのにと思いました。 

 
　　委員　　週末となると参加が難しいのでしょうか。 
 
　　委員　　堂々といきいきと発表できる子どもたちです。場所が小学校でないとハードルが上がるの

かもしれませんし、全員参加は難しいと思いますが、うまく学校と地域が繋がって、ぜひ皆さ
んに見ていただきたいと思っています。 

 
　　委員　　福寿のつどいの対象者は何名参加でしたか。 
 
執行機関　　正確な数字ではありませんが、対象者は 170 名くらいです。参加は 20名いない程度です。

５歳刻みで対象になるのですが、75 歳と 80 歳の方の参加はあっても、85 歳以上の方の参加
が極端に少なくなっています。 

 
　　委員　　実施した方が良いかの判断は各地区支部ですよね。 
 

執行機関　　そうです。かつては、費用も随分掛けていたので、楽しめるような催しを開催できていまし

たが、費用が厳しくなってきて、参加者が魅力を感じることが難しいのかもしれません。 
 
議　　長　　では、次に「（２）令和７年度市民センター施設利用状況について」事務局から説明をお願

いします。 
　　　　　　 
執行機関　　（資料に基づき説明） 
 
議　　長　　ただいま事務局から説明がありましたが、これについて何か質問等はございませんか。 
 
　　委員　　調理室の利用者数が令和５年度と令和６年度に比べて増えたのはなぜですか。 
 
執行機関　　令和７年度から新たに定期講座で茶道教室を開催しているのですが、調理室を利用してい

るためです。 
 
　　委員　　図書利用の３名は、大人の利用ですか。 
 
執行機関　　大人です。比較的、御高齢の方です。 
 
　　委員　　本を借りているのですか。 
 

執行機関　　市民センターの図書コーナーには、市立図書館の蔵書が各市民センターに置いてあり、図

書館まで行かずに借りられます。かつて、大きな車にたくさん本を積んで、移動図書館という
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施策を水戸市で行っていました。その車両は特殊で金額も高く、なかなか思うように更新もで

きない状況で、また、蔵書も中央図書館に保管できる量も限られるので、市民センターにある

程度置いて、定期的に入れ替えて、地域の方も徒歩で来て借りられるという取組です。 
 
　　委員　　ホールの利用ですが、予約システムで取っているのですよね。 
 

執行機関　　市民センターの各部屋の一般利用は、全てインターネットを通じて、予約システムから予

約をしていただいています。例外として、地区の方が、地区会単位、町内会単位で使いたいと

いう場合は、インターネットを介さない予約を行っております。 
 
議　　長　　では、次に「（３）令和８年度市民センター事業計画（案）について」事務局から説明をお

願いします。 
　　　　　　 
執行機関　　（資料に基づき説明） 
 
議　　長　　ただいま事務局から説明がありましたが、これについて何か質問等はございませんか。 
 
　　委員　　９月に福寿のつどいはありますか。 
 
執行機関　　はい。あります。 
 
　　委員　　高齢者教養講座の「やさしいスマホ体験講座」の対象者は、スマホを持っていない方ですか、

スマホを持っている方ですか。 
 

執行機関　　令和６年度と令和５年度は、スマホを持っていない方向けでしたが、令和７年度はスマホ

を持っている方向けでした。ＬＩＮＥで繋がることやネットを見ることがよく分からないと

いう方向けなので、慣れている人向けではありません。いずれにしても、若い方にとってはス

マホ機能の入門編程度といった内容でした。 
 

　　委員　　参加対象者がスマホを持っている方向けだとすると、持っていない方が参加してしまうと

講師の話す内容を難しく感じたのではないかと思いました。来年度は、講座のタイトルでどん

な内容を学ぶのかを分かるようにするともっと良いと思いました。また、ＡＩの使い方講座が

あると良いと思いました。本年度は「ＡＩ元年」と言っても過言ではないくらい発達していま

す。実は、先程のさつまいもについて、やり取りを録音してＡＩに要約させてみました。議論

の要点や提案や課題についてすぐにまとめてくれ、便利です。高齢の方にここまで必要かどう

かはともかく、ＡＩのこういう使い方があると知っておけば、詐欺メールを詐欺だとＡＩに教

えてもらうこともできるので、ＡＩ活用講座というと高齢の方は難しいと感じると思うので、

スマホ講座の中でＡＩについて、こんな使い方があると触れていただけると親切かなと思い

ました。 
 
　　委員　　先日、みと好文カレッジのＡＩ講座を受講したくて申し込みましたが、落選してしまいま

した。ぜひ、稲荷第二市民センターでも開催していただけたら嬉しいです。 
 

　　委員　　今この場で、ＡＩに市民センターの高齢者向けＡＩの講座タイトルを考えてもらいました。

「初めてのＡＩ体験講座」、「やさしく学ぶ」、「暮らしに役立つ」などたくさん出てきます。本

当にＡＩを活用すると何でもできるので便利です。 
 
　　委員　　私が関わっている活動の体験会の案内文を作りたかった時にも、場所・時間・話した内容を

まとめて文書にしてくれて、本当に驚きました。 
 
　　委員　　この会議録もあっという間にまとめてくれると思います。 
 
　　委員　　Ｃｈａｔ　ＧＰＴはスマホに入れておくと何でも教えてくれます。 
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　　委員　　ＡI関連講座に人が集まるでしょうか。 
 
　　委員　　高齢者は集まらないかもしれませんね。ＡＩは話し方が優しくて、褒めてもくれるので、ま

るで本当にそこに人がいて話しているようです。 
 
執行機関　　ＡI活用術は急速に進化しているので、近年、取り入れていければ良いかもしれませんね。 
 
　　委員　　みと好文カレッジの落選してしまったＡＩ講座の講師はどんな方ですか。 
 
　　委員　　とても有名な方のようです。 
 
　　委員　　お呼びするのに結構な金額がかかるのではないですか。 
 

執行機関　　参加者は無料で参加できます。市が講師謝金を払います。みと好文カレッジは市の中核的

な生涯学習機関なので、市民センターよりは予算が確保されていますので、有名な講師をお呼

びすることもある程度可能です。市民センターの予算では、講師謝金をあまり多くは支払えな

いので、ボランティア的な講師や民間との連携等を活用しております。 
 
　　委員　　スマートフォンアドバイザーもお願いすれば、ＡＩについての話も入れてくれると思いま

す。 
 
執行機関　　スマホをお持ちの方もかなり増えましたので、近いうちにもう１ランク上の対象者向けの

スマホ講座になっていくと思います。 
 
　　委員　　ＡＩに頼めば、何の使い方でも教えてくれるので、私もかなり利用しています。 
 
　　委員　　小学校で先生方も授業でＡＩを活用しているのですか。 
 

　　委員　　保護者向けの文書などで、法律が変わることで学校の対応が変わったり、何か新たな取組

が始まることのお知らせなどで活用できると思います。法令を先にあげておいて、何文字でま

とめてというと、的確にぱっとやってくれるので、授業で活用できることもあると思います。 
 
議　　長　　では、次に「（４）令和８年度　定期講座開設計画（案）について」事務局から説明をお願

いします。 
 
執行機関　　（資料に基づき説明） 
 
議　　長　　ただいま事務局から説明がありましたが、これについて何か質問等はございませんか。 
 
　　委員　　お陰様で、家の者が茶道教室に楽しく通っております。御近所のお１人でお住まいの方を

お誘いして、その方も皆さんと一緒に楽しく通っているそうで、お役に立てて嬉しいです。 
 
　　委員　　ニュースポーツ教室は男女混合で行うのですか。 
 
執行機関　　そうです。 
 
　　委員　　ニュースポーツ教室は人気はありますか。 
 

執行機関　　参加されている方は、笑い声が絶えず、とても楽しい時間を過ごされています。令和６年度

の新しい定期講座として設けましたが、申込者が少なく、講座として立ち上がりませんでし

た。１年間体験会を行って、令和７年度は申込者が一定数集まり開設できました。しかし、稲

荷第二地区にお住まいの方が申込者の中にいるかというと、ほとんどおらず、すでに他地区の

活動場所でニュースポーツを楽しんでいた方が、稲荷第二地区にも参加するケースが多いと

いう状況です。来ている方はかなり楽しそうにしているので、できれば稲荷二地区の方も参加

していただきたいと思っています。講師は地区内の方で、県レクリエーション協会の推進員を
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されています。御自身の年齢が上がってきて、以前は千波の総合福祉会館でニュースポーツの

指導を行っていたのですが、距離も遠く、運転免許の関係で、今は自宅から近い稲荷第二市民

センターで指導していただいています。８月に同じ指導者でボッチャ体験会を行った際、申込

者数は少なめでしたが、子どもでも初めての方でも参加された方はかなり楽しそうにやって

いました。 
 
　　委員　　以前東海村のコミュニティセンターでボッチャをやったことがあります。ボールをいっぱ

い使って楽しかったです。 
 
　　委員　　講師の方は、以前は稲荷第二で、スポーツ吹き矢の指導をしていた方ですよね。 
 

執行機関　　そうです。ニュースポーツは全体的にルールが覚えやすく、練習やトレーニングを積まな

くても、すぐ楽しめるのが特徴であり、それが狙いなので、来ていただければ楽しめるのです

が、人気があるかと聞かれると、あるとは言えないかもしれません。 
 
　　委員　　書道クラブは、現在の人数と募集の人数を合わせると定員オーバーしますが、大丈夫なの

ですか。 
 
執行機関　　令和８年度に継続しない方がいるため、大丈夫です。 
 
　　委員　　２名程度の定員オーバーをするのは問題あるのでしょうか。 
 
執行機関　　使用する部屋に対して、人数がいっぱいになってしまう講座は難しいですね。 
 
　　委員　　部屋と人数によるのですね。 
 
議　　長　　では、次に「（５）その他」について、皆さん御意見等ありますか。 
 

執行機関　　市民センターの事務の中で、税金収納の取り扱いが令和９年３月末で終了することが決定

しました。経緯としては、現金で納める方がかなり少なくなっている状況で、窓口が市内に多

くあるということが人員の配置であったり、必要な経費の費用対効果なども考慮して、窓口を

集約する方向に舵を切ったということです。 
 
　　委員　　毎日、集めに来るのですか。 
 
執行機関　　週に２回、屈強なガードマンが回収に来ます。 
 
　　委員　　警備会社に委託していたのですね。農業現況届などの文書も一緒に運ぶのですか。 
 
執行機関　　文書は、私が市役所へ運びます。警備会社が集めて運ぶのは現金だけです。 
 
　　委員　　証明書もあるけれど、週に２回から減っても大丈夫なのですか。 
 
執行機関　　収税は全期全納の方がいると大金になることがありますが、証明書は少額なので、週に 1度

くらいになっても大丈夫です。 
 
　　委員　　令和９年度末で終わるのですか。 
 
執行機関　　いいえ、令和９年３月、令和８年度で終了です。 
 

議　　長　　ほかに質問等ございませんか。それでは、本日の議題はすべて終了しましたので、議長の役

を解かせていただきたいと思います。委員の皆様方には、慎重なる御審議、御意見をいただき

まして誠にありがとうございました。 
 
執行機関　　　　会長、ありがとうございました。 
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委員の皆様方におかれましては、長時間にわたり貴重な御意見をいただきまして、誠にあり
がとうございました。この会議で出されました御意見、御提案などは、今後の市民センターの
運営に 1つでも２つでも反映させてまいりたいと存じます。 

　　　　　　以上をもちまして「令和７年度第２回水戸市稲荷第二市民センター運営審議会」を終了さ
せていただきます。ありがとうございました。


